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国籍別外国人労働者

2018年10月末現在の外国人労働者を国籍別にみると、中国圏が最も多く389,117人で、次いで、ベトナムが
316,840人となっています。特に、ベトナムついては、前年同期比で76,581人（31.9％）と大きく増加しています。

注:本資料の全部又は一部の複写・複製・転載及び磁気また光記憶媒体への入力等を禁じます。 松澤公貴行政書士事務所

【簡単解説】
❏ 国籍別にみると中国圏が最も多く389,117人で、外国人労働者数 全体の26.6％を占めています。次いで、ベトナムが316,840人（同 21.7％）、フィリピンが

164,006人（同 11.2％）の順となっています。特に、ベトナムついては、前年同期比で76,581人（31.9％）と大きく増加し、また、インドネシアについては同
7,427人（21.7％）増、ネパールについては同12,451人（18.0％）増となっています。

出典:厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ」に基づく集計（平成30年10月末現在）

単位:人

【国籍別労働者（2018年）上位国】

★ 中国圏では、「身分に基づく在留資格」の割合が26.7％、「専門的・技術分野の在留資格」が26.5％、
「資格外活動」が24.0％、「技能実習」が21.6％となっています。

★ ベトナムでは、「技能実習」が「技能実習」が45.1％、次いで「資格外活動（留学）」が38.1％を占め
ています。

★ フィリピンでは、「身分に基づく在留資格」の割合が71.4％を占めており 、その内訳は、「永住者」の割合
がフィリピン全体の41.8％となっています。

★ ブラジルでは、「身分に基づく在留資格」 の割合が99.0％を占めており、 その内訳は、「永住者」の割
合が最も高く、ブラジル全体の48.0％となっています。

★ ネパールでは、「資格外活動（留学）」が54.6％を占めています。

★ インドネシアでは、「技能実習」が60.0％を占めています。

★ ペルーでは、「身分に基づく在留資格」の割合が99.1%を占めており、その内訳は「永住者」の割合が最
も高く、ペルー全体の66.1％となっています。


